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（6）職場意識改善助成金 テレワークコース（厚生労働省）
　職場意識改善助成金　テレワークコースは、労働時間等の設定の改善 5 及び仕事と生活の調和の

推進のため、終日、在宅またはサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取り組む中小企

業事業主に対して、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

　支給対象となる取り組みとしては、以下のようなものが該当します。支給対象となる取組の実施

に要した経費の一部が、目標達成状況に応じて支給されます。

　●テレワーク用通信機器の導入・運用（パソコン、タブレット、スマートフォンは対象外）

　●保守サポート料、通信費

　●クラウドサービス使用料

　●就業規則・労使協定等の作成・変更

　●労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発

　●外部専門家（社会保険労務士など）によるコンサルティング

　

　

5 「労働時間等の設定の改善」とは、各事業場における労働時間、年次有給休暇などに関する事項について
の規定を、労働者の生活と健康に配慮するとともに多様な働き方に対応して、より良いものとしていくこ
とをいいます。
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2．�高年齢者雇用アドバイザーによる相談・援
助（JEED）

高年齢者雇用アドバイザーとは

　独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）では、企業における 65 歳までの雇用

確保措置の導入や定着を図るとともに、生涯現役社会の実現に向けて高齢者が能力を発揮して働く

ことができる環境整備の取組を支援するため、高齢者雇用問題に精通した経営労務コンサルタン

ト、中小企業診断士、社会保険労務士等、専門的・実務的能力を有する人達を「高年齢者雇用アド

バイザー」として認定し、都道府県支部を窓口として、全国に配置しています。

相談・助言

　高年齢者雇用アドバイザーは、高年齢者雇用確保措置の導入や拡大、雇用管理の改善等に取り組

む企業からの要請等に基づき企業を訪問し、企業診断システムを活用するなどし、条件整備に伴う

阻害要因の発見・整理、問題解決のための手順・方法等具体的課題についての相談に応じ、専門的

かつ技術的な助言を行います（無料）。

企業診断システム

　企業における高齢者の雇用環境の整備を援助するために各種の企業診断システム（健康管理診断

システム、職場改善診断システム、教育訓練診断システム、仕事能力把握ツール、雇用力評価ツー

ル）を開発し運用しています。簡単な質問票にご記入いただくだけで、高齢者を活用するための課

題を見つけ出し、高年齢者雇用アドバイザーがその課題解決策についてわかりやすくアドバイスし

ます（無料）。
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企画立案サービス

　高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言によって明らかになった条件整備のために必要な個

別・具体的課題について、人事処遇制度や職場改善等条件整備についての具体的な改善策を企業か

らの要請に基づき、高年齢者雇用アドバイザーが作成し提案します。

　企画立案サービスの費用は有料ですが、経費の 2 分の 1 を機構が負担します。

就業意識向上研修

　企業における高齢従業員の戦力化を支援するために高年齢者雇用アドバイザーが企業ニーズに応

じたカリキュラムを設定し研修を行います。中高年齢従業員を対象とした研修と高齢従業員が配置

されている職場の管理・監督者を対象とした研修により、従業員の就業に対する意識の向上を促し

ます。

　就業意識向上研修の費用は有料ですが、経費の 2 分の 1 を機構が負担します。

　

上記サービスの詳細については、JEED の都道府県支部へお問い合わせください。

（http://www.jeed.or.jp/location/shibu/index.html）
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3．参考資料

高齢者雇用に関するWebサイトの紹介

●厚生労働省「高年齢者雇用対策」

　 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/

koureisha/index.html

●独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構（JEED）「高齢者雇用」

　https://www.jeed.or.jp/elderly/

●日本年金機構　http://www.nenkin.go.jp/

●政府広報オンラインサイト　http://www.gov-online.go.jp/index.html

●独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）「IT 人材白書」　

　https://www.ipa.go.jp/jinzai/jigyou/about.html

● iCD オフィシャルサイト　http://icd.ipa.go.jp

●一般社団法人日本テレワーク協会　http://www.japan-telework.or.jp/

●特定非営利活動法人日本情報技術取引所（JIET）　http://www.jiet.or.jp

●一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）　http://www.csaj.jp/

資料出所一覧

●総務省「国勢調査」

●総務省「人口推計」

●国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 24 年 1 月推計）」

●厚生労働省「平成 28 年版　高齢社会白書」

●内閣府「労働力人口と今後の経済成長について」

●独立行政法人情報処理推進機構（IPA）「IT 人材白書 2016」
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コンピュータソフトウェア業 高齢者雇用推進委員会　委員名簿

委員長

 梅澤　　隆 国士舘大学 政経学部経済学科 教授

委員

　　　平山　雅章 株式会社インテリジェント ウェイブ　経営管理本部 副本部長

　　　冨田伸一郎 株式会社ウチダ人材開発センタ 常務取締役

　　　新関　俊文 株式会社ヴァル研究所 管理部総務チーム チームリーダー

　　　岸川　　剛 応研株式会社 取締役営業部長

　　　小澤　　薫 社会保険労務士法人ヒューマン・プライム 代表

　　　藤川　　茂 ピー・シー・エー株式会社 人事部 部長

　　　佐藤　隆一 株式会社フォーラムエイト東京本社　システム開発グループ 主事

　　　小島　豪洋 株式会社ワークスアプリケーションズ　

　　　　　　　　　　ビジネス・サポート・インフラ ディパートメント

　　　　（企業名 50 音順）

シンクタンク

　　　遊間　和子 株式会社国際社会経済研究所　情報社会研究部　主幹研究員

事務局 

　　　原　　洋一 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会　理事・事務局長

　　　井上　星子 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会　事務局次長

　　　山田　篤子　 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会　総務課　係長

　

　

　

　

　



独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構委託

産業別高齢者雇用推進事業

コンピュータソフトウェア業高齢者雇用推進ガイドライン

平成 28年 9月　発行

発行� 一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）
� 〒 107-0052　東京都港区赤坂 1-3-6　赤坂グレースビル 4F
� TEL：03-3560-8440　　FAX：03-3560-8441
� URL：http://www.csaj.jp/

無断転載を禁ず




